
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
受
領

答

弁

第

三

八

六

号

内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
八
六
号

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
所
管
の
社
団
法
人
「
日
米
平
和
・
文
化
交
流
協
会
」
の
業
務
内
容
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
所
管
の
社
団
法
人
「
日
米
平
和
・
文
化
交
流
協
会
」
の
業
務
内
容
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

社
団
法
人
日
米
平
和
・
文
化
交
流
協
会
（
平
成
十
八
年
六
月
に
名
称
変
更
を
行
う
ま
で
は
、
社
団
法
人
日
米
文
化
振
興
会

。
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
日
米
両
国
の
文
化
の
交
流
を
行
い
日
米
両
国
民
の
親
善
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

日
本
と
米
国
と
の
各
種
交
流
事
業
等
を
実
施
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
に
提
出
さ
れ
た
平
成
十
八
年
度
業
務
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
協
会
は
、
米
専
門
家
に
よ
る
講
演
の
支
援
、
日
米
安
全

保
障
戦
略
会
議
の
開
催
、
日
米
企
業
間
の
相
互
理
解
を
目
的
と
し
た
勉
強
会
の
開
催
等
の
各
種
交
流
事
業
等
を
行
っ
て
い
る

も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
及
び
六
に
つ
い
て

外
務
省
に
提
出
さ
れ
た
各
年
度
の
収
支
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
年
度
の
決
算
額
に
お
け
る
年
間
収
入
合
計
は
四
千
四

百
十
万
千
五
百
三
十
二
円
、
年
間
支
出
合
計
は
四
千
九
百
七
十
九
万
千
二
百
十
八
円
、
平
成
十
一
年
度
の
決
算
額
に
お
け
る

一



年
間
収
入
合
計
は
四
千
八
百
十
五
万
七
百
五
十
円
、
年
間
支
出
合
計
は
四
千
七
百
八
十
六
万
二
百
五
十
六
円
、
平
成
十
二
年

度
の
決
算
額
に
お
け
る
年
間
収
入
合
計
は
五
千
四
百
九
十
万
二
千
八
十
八
円
、
年
間
支
出
合
計
は
五
千
三
百
四
万
三
百
三
十

二
円
、
平
成
十
三
年
度
の
決
算
額
に
お
け
る
年
間
収
入
合
計
は
三
千
五
百
六
十
五
万
九
千
五
百
七
十
円
、
年
間
支
出
合
計
は

三
千
六
百
十
万
六
千
二
百
四
十
八
円
、
平
成
十
四
年
度
の
決
算
額
に
お
け
る
年
間
収
入
合
計
は
五
千
十
六
万
五
千
五
百
四
円

、
年
間
支
出
合
計
は
五
千
八
万
七
千
六
十
六
円
、
平
成
十
五
年
度
の
決
算
額
に
お
け
る
年
間
収
入
合
計
は
七
千
九
百
十
一
万

八
千
五
百
三
十
円
、
年
間
支
出
合
計
は
七
千
九
百
七
万
三
千
五
百
二
十
二
円
、
平
成
十
六
年
度
の
決
算
額
に
お
け
る
年
間
収

入
合
計
は
七
千
六
十
二
万
三
千
四
百
七
十
三
円
、
年
間
支
出
合
計
は
七
千
四
十
一
万
五
千
八
百
五
十
八
円
、
平
成
十
七
年
度

の
決
算
額
に
お
け
る
年
間
収
入
合
計
は
六
千
三
百
五
十
八
万
九
千
三
百
二
十
二
円
、
年
間
支
出
合
計
は
六
千
五
百
六
十
一
万

七
千
百
二
十
六
円
、
平
成
十
八
年
度
の
決
算
額
に
お
け
る
年
間
収
入
合
計
は
一
億
三
百
八
万
千
七
百
四
十
八
円
、
年
間
支
出

合
計
は
一
億
六
百
七
十
四
万
二
千
三
百
二
十
二
円
及
び
平
成
十
九
年
度
の
予
算
額
に
お
け
る
年
間
合
計
収
入
は
七
千
四
百
二

十
六
万
円
、
年
間
合
計
支
出
は
七
千
九
百
七
十
六
万
円
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
年
度
に
お
い
て
も
、
国
か
ら

の
助
成
金
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

二



外
務
省
か
ら
現
在
、
協
会
に
再
就
職
し
て
い
る
者
は
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
か
ら
は
、
お
尋
ね
の
便
宜
供
与
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

七
に
つ
い
て

協
会
か
ら
常
勤
職
員
は
三
名
で
あ
る
と
の
説
明
を
受
け
て
い
る
。

八
及
び
十
に
つ
い
て

協
会
の
定
款
及
び
理
事
会
の
定
め
に
よ
り
、
常
勤
役
員
で
あ
る
専
務
理
事
及
び
常
務
理
事
の
報
酬
は
、
そ
れ
ぞ
れ
年
間
千

五
百
万
円
を
上
限
と
す
る
と
定
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
職
に
は
、
国
会
議
員
は
就
任
し
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
し
た
範
囲
で
は
、
過
去
十
年
間
協
会
の
理
事
に
就
任
し
た
こ
と
の
あ
る
国
会
議
員
は
、
赤
松
正
雄

議
員
、
安
倍
晋
三
議
員
、
石
破
茂
議
員
、
井
上
喜
一
議
員
、
瓦
力
議
員
、
久
間
章
生
議
員
、
斉
藤
斗
志
二
議
員
、
武
部
勤
議

員
、
玉
澤
徳
一
郎
議
員
、
中
谷
元
議
員
、
額
賀
�
志
郎
議
員
、
福
田
康
夫
議
員
、
前
原
誠
司
議
員
及
び
綿
貫
民
輔
議
員
で
あ

る
。

三



十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て

「
日
米
安
全
保
障
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
及
び
「
日
米
安
全
保
障
戦
略
会
議
」
は
、
協
会
が
主
催
者
の
一
つ
と
な
り
、
安
全
保
障

問
題
を
中
心
に
日
米
間
の
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
た
め
の
意
見
交
換
を
目
的
と
す
る
会
議
で
あ
り
、
定
款
に
定
め
ら
れ
た
協

会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
と
し
て
実
施
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

十
三
及
び
十
五
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
調
査
事
業
」
に
つ
い
て
、
協
会
の
定
款
に
定
め
る
目
的
及
び
同
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
な
事
業
に
は
当
た
ら
な
い
定
款
外
事
業
で
あ
る
と
考
え
、
平
成
十
七
年
九
月
に
「
調
査
事
業
」
は
行
わ
な
い
こ
と
を

求
め
る
旨
の
外
務
大
臣
命
令
を
発
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
協
会
か
ら
は
、
同
年
十
月
に
、
当
該
命
令
に
従
い
「
調
査
事
業
」

は
実
施
し
な
い
旨
の
回
答
を
得
て
い
る
。

十
四
に
つ
い
て

外
務
省
は
協
会
に
対
し
て
、
平
成
十
七
年
九
月
に
外
務
大
臣
命
令
を
発
し
、
（
一
）
定
款
に
従
い
、
役
職
員
の
報
酬
規
定

を
定
め
る
こ
と
、
（
二
）
前
年
度
の
第
二
回
理
事
会
と
新
年
度
の
第
一
回
理
事
会
を
別
の
日
に
開
催
す
る
こ
と
、
（
三
）
庶

務
を
執
行
す
る
職
員
を
確
保
し
、
会
計
処
理
を
適
切
な
手
続
に
従
っ
て
実
施
す
る
こ
と
、
（
四
）
独
立
し
た
事
務
所
を
設
置

四



す
る
こ
と
、
（
五
）
安
全
保
障
研
究
所
と
の
関
係
を
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
、
（
六
）
定
款
外
の
事
業
と
考
え
ら
れ
る
調
査

研
究
事
業
等
は
行
わ
な
い
こ
と
、
（
七
）
公
益
法
人
会
計
基
準
に
照
ら
し
、
適
切
に
財
務
諸
表
を
作
成
し
、
ま
た
注
記
を
添

付
す
る
こ
と
及
び
（
八
）
固
定
資
産
の
う
ち
、
蔵
書
に
つ
い
て
査
定
を
行
い
、
実
状
に
即
し
た
財
産
目
録
と
す
る
こ
と
等
を

求
め
た
。

五


